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指名競争入札案件における電子入札の開始について 

令和５年４月１日 

１ 内容 

 (1) 電子入札を開始する案件 

   本市が実施する指名競争入札及び指名競争見積り合わせ（以下，「指名競争入札 

  等」という。）の案件 

   ただし，案件の特性や指名対象業者のＩＣカードの保有状況を踏まえ，従来と同様

（本市が指定した日時に入札書を提出）の方法を採用する場合があります。 

 (2) 開始の時期 

   令和５年５月１日以降に指名通知書を送付する案件から実施します。 

 (3) 利用するシステム及び方式 

   ちば電子調達システムの「通常型指名競争入札方式」  

２ 指名競争入札等の流れ 

  指名通知書に記載されている締切日時までに，入札書又は見積書（以下，「入札書等」

という。）を次のいずれかの方法で提出することが必要です。 

 (1) ちば電子調達システムを利用した電子入札（ＩＣカードによる署名が必要） 

 (2) 入札書等を書面で契約課窓口にお持ちいただく。 

 

＜ちば電子調達システムの「通常型指名競争入札方式」の流れ（概要）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子メールを送信 

（対象：全ての指名業者） 

 

柏市 

 

指名業者 

 

・指名通知書の受領 ※１ 

・配付資料の確認 ※２ 

・メールの返信（受信確認のため） 
受信確認 

※１ 指名通知書は，次の方法で確認してください。 

ＩＣカード保有者：ちば電子 電子入札システムで確認 

ＩＣカード未保有者：電子メールに添付された指名通知

書を確認 

※２ 入札条件，入札説明書，仕様書等一式を配付し  

ます。詳細は，電子メールに記載します。 

質疑（メールを送信）※３ 

・質疑の受信 

・メールの返信（受信確認のため） 
※３ 質疑の締切日時は，指名通知書を確認ください。 

受信確認 
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 詳細は，入札条件及び案件ごとに配付する説明書を御確認ください。 

 入札条件は，規定集から確認することができます。 

 「柏市入札情報」－「規定集」－「入札条件（電子入札 指名競争）」 

３ お問い合わせ先 

財政部契約課 

〒２７７－８５０５ 

柏市柏五丁目１０番１号（本庁舎３階） 

  電話０４－７１６７－１１２１（直通） 

４ ちば電子調達システムのマニュアル及びサポートデスク 

(1) ちば電子調達システムのマニュアル 

  ちば電子調達システムポータル マニュアル (supercals.jp) 

(2) サポートデスク 

  電話０４３－４４１－５５５１ 

  

入札書等の提出※４ 

 ＩＣカードの保有者は，「ちば電子 電子入 

 札システム」で提出してください。 

 ＩＣカードの未保有者及びＩＣカード保有者 

 のうち一時的にＩＣカードの利用ができない 

 場合は，入札書等を契約課窓口にお持ち 

 ください。 

質疑回答の掲載 

（ちば電子 入札情報サービス） 

質疑回答の確認 

（ちば電子 入札情報サービス） 

入札書等の受領 

※４ 入札書等の提出の締切日時は，指名通知書

を確認してください。 指名競争入札等の執行※５ 

（ちば電子 電子入札システム） 

通常，翌営業日の午前 

※５ 再度入札を実施する場合，入札書等 

は，１回目と同じ方法で提出してください。 

https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/webportalPublic/LPS1P30R.html
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Ｑ＆Ａ 

 Ｑ Ａ 

１  ＩＣカードを持っていない

場合は，指名競争入札等や一者

随意契約に指名されないのか。 

 指名競争入札等及び一者随意契約について

は，ＩＣカードの登録の有無に関わらず従前の

とおり指名を行います。 

２  担当部署が実施している見

積り合わせについても，見積書

の提出は電子入札となるのか。 

 電子入札を開始するのは，契約課で実施する

指名競争入札等の案件に限定されます。 

３  ＩＣカードを持っていない

場合で，指名競争入札等に指名

されたら，今後，どのように参

加すればよいのか。 

 「２ 指名競争入札等の流れ」に記載のとお

り，書面による入札書等の提出が可能です。 

４ 指名競争入札等の開札の際

に，立会いは可能か。 

可能です。立会い方法については，案件ごとに

配付する入札説明書を確認してください。 

５ ＩＣカードを取得するメリ

ットはあるのか。 

 ＩＣカードを取得した場合，次のメリットが

あると考えられます。 

・一般競争入札又は一般競争見積り合わせに参 

 加することが可能となる（公告文に記載の入 

 札参加資格を満たしていることが必要となり 

 ます。）。 

・入札等のために市役所までお越しいただくこ

とが不要となる。 

・ちば電子調達システムの稼働時間であれば，い

つでも入札が可能なため，時間の制約が少な

い。 

６ 新たにＩＣカードを取得し

て，ちば電子調達システムを利

用するには，どのようにすれば

よいのか。 

電子入札を行うためには，パソコン等機器や

回線等の準備が必要です。詳細は，「ちば電子調

達システム」電子入札システムマニュアル及び

ちば電子調達システムポータル システム利用

までの手引きに記載されていますので，保有す

る機器及び環境と適合するか確認ください。Ｉ

Ｃカード及びＩＣカードリーダー購入について

は， 電子入札コアシステムコンソーシアム開発

事務局のホームページを参照ください。 

 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/documents/31605/denshisystem.pdf
https://www.city.kashiwa.lg.jp/documents/31605/denshisystem.pdf
https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/webportalPublic/LPS2P70R.html
https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/webportalPublic/LPS2P70R.html
https://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/inadvance/agencylist.html
https://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/inadvance/agencylist.html

